
Ⅰ 緑の推移と現状 

 
＜緑や公園等の推移＞ 

年 別 
山林原野 

（ｈａ） 

田・畑 

（ｈａ） 

小 計 

（ｈａ） 

公園緑地 

（ｈａ） 

街路樹 

（本） 

グリーンベルト 

（本） 

昭和３０年 ２，１１４ ４，０５６ ６，１７０ － － － 

昭和４０年 １，８３５ ３，０８６ ４，９２１ － － － 

昭和５０年 １，２８４ １，７４２ ３，０２６ ３６５ １５，７１８ ９０，９１９ 

昭和６０年 ８０２ １，２３７ ２，０３９ ４８５ ２２，９７４ ４７１，８９９ 

平成 ７年 ６５５ ８８４ １，５３９ ５４１ ３４，６０９ ８３８，４８１ 

平成１２年 ５８７ ７７７ １，３６４ ５６９ ３６，７０８ ９２８，８７３ 

平成１４年 ５７１ ７３９ １，３１０ ５９２ ３８，８３５ ９３９，４７６ 

※ 山林原野、田・畑の面積は、固定資産概要調書より。 
※ 街路樹、グリーンベルトの昭和５０年の数値は、昭和５１年を使用。 

 

緑の推移（山林・田畑）
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公園緑地等の推移
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昭和20 年 1945 （約 50年前） 

昭和43 年 1968 （約 25 年前） 

平成 14年 2002 （現在） 

かわさきの緑の変遷図 

平成2 年 1990 （約 13年前） 



Ⅱ 緑の保全と今後の取組 

（１） 緑地保全施策 

 ① 緑地保全の目標と実績 

 緑の基本計画（かわさき緑の 30 プラン）において、樹林地の確保目標を 400ｈａに設定

し、その目標達成に向けて様々な緑地保全施策を展開している。 

 

主な施策名 
保全実績 

ｈ16.3 

緑の基本計画策定

時（ｈ７） 
増 減 根 拠 法 令 等 

緑地保全地区 35.3ｈａ 17.3ｈａ ＋18.0ｈａ 都市緑地保全法 

緑の保全地域 10.2ｈａ 4.4ｈａ ＋5.8ｈａ 川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 

緑地保全協定 80.7ｈａ 72.2ｈａ ＋8.5ｈａ 緑地保全事業要綱 

ふれあいの森 4.0ｈａ 3.1ｈａ ＋0.9ｈａ ふれあいの森設置事業要綱 

保存樹林 2.7ｈａ 2.7ｈａ 0 川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 

合 計 132.9ｈａ 99.7ｈａ ＋33.2ｈａ  

 

 

② 川崎市における新たな緑地保全方策について 

・ 市域の 88％以上が市街化区域であることから、依然として開発圧力が強い状況にある。 

・ 山林所有者に課せられる相続税や農業経営環境の変化により、山林と農業との関係が希

薄となり、山林の経済価値がなくなると共に、優先的に処分の対象として考えられてい

ることから、緑地保全施策の推進を図るには非常に厳しい状況となっている。 

・ こうしたことから平成 13 年 9 月に環境保全審議会に「川崎市における新たな緑地保全方

策について」を諮問し、平成 14 年 11 月に市長あて答申された。 

 

<その主な内容> 

a:保全すべき斜面緑地の優先順位を明らかにする。 

（斜面緑地総合評価図－１、表－１） 

【個々の斜面緑地の情報を整理した斜面緑地保全カルテを平成 14 年度に整備】 

b:施策の総合化を図る。 

（法令等による緑地保全施策の推進と関連施策との横断的な取組） 

c:開発事業等に際して、早期段階からの協議制度の創設を図る。 

【平成１５年度に開発手続きに自然的環境の保全への配慮に関する事項を創設】 

ｄ:保全緑地の維持管理における市民との協働を図る。 

（市民とのパートナーシップの構築） 

図－１ 斜面緑地総合評価図 

   

表１ 斜面緑地 現況調査（斜面緑地カルテ調査から） 

ランク 斜面緑地面積 緑地保全等施策担保 未施策緑地 

市街化区域 ２３２．７ １５０．９ ８１．８ 

市街化調整区域 １６３．１ ６８．１ ９５．０ 
Ａ 

小計 ３９５．８ ２１９．０ １７６．８ 

市街化区域 ２３９．６  ７３．５ １６６．１ 

市街化調整区域  ５３．０  １２．７  ４０．３ 
Ｂ 

小計 ２９２．６  ８６．２ ２０６．４ 

市街化区域   ８．０   ０．３ ７．７ 

市街化調整区域   ０．７   ０．０ ０．７ 
Ｃ 

小計   ８．７   ０．３ ８．４ 

 合 計 ６９７．１ ３０５．５ ３９１．６ 

＊ 平成 15 年 3 月末：航空写真による調査（単位：ｈａ） 

 



③ 今後の取組方針 

緑の基本計画における「緑の将来像」として設定されている丘の軸、農の軸における緑地

保全施策の展開を効果的に進めるため、次の取組を強化する。（図－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３重点的に緑地保全施策を講じる区域 

丘の軸：多摩川の崖線 

農の軸（黒川、岡上地区）：横浜市、町田市との連携 

国の都市再生プロジェクト「自然環境の総点検に関する協議会」で

首都圏の枢要な自然環境に選定された。今後、国による広域的な緑

地保全施策が講じられる。 

丘の軸：多摩川の崖線 

ａ:丘の軸におけるＡランクの斜面緑地で、未施策の緑地について重点的に施策の

展開を図る。 

ｂ:農の軸におけるまとまりのある緑で、多摩丘陵の保全という広域的観点から、

黒川地区、岡上地区の緑地保全施策を強化する。 

ｃ:多摩丘陵の保全といった広域的視点から、隣接自治体との緑地保全施策の連携

を図る。(平成 14 年度から、横浜市、町田市と緑地保全 3市連携会議を設置) 

＜参考＞ 斜面緑地の評価項目について 

大項目 中項目 小項目 配点 

植生の状況 樹林 5 ・ 草地 2 
植生 

生育の状況 良 2 ・ 不良 0 

規模 
緑地のまとまり 

⇒一定規模以上のまとまりを有しているか 
0.3ha以上 3 ・ 未満 1 

多様性 

⇒川崎市の特徴的な地形である多摩川の段丘

崖や湿地・湧水地を含む谷戸地形など地形に

多様性があるか 

ある 2 ・ ない 0 
地形 

傾斜度 30 度以上 1 ・未満 0 

土地利用 
河川・農地との一体性・ 

ネットワーク性があるか 
ある 2 ・ ない 0 

自然的条件 

動植物情報 希少種などの存在があるか ある 1 ・ ない 0 

歴史的文化財（遺跡・神社・仏閣等）との 

一体性があるか 
ある 1 ・ ない 0 

歴史文化 
旧街道（大山街道・津久井街道・中原街道）が 

通っているか 
ある 1 ・ ない 0 

鉄道駅等からの眺望 

⇒川崎市内の8 路線 37 駅及び 

車窓から見えるか。 

見える 1・ 見えない0 

景観・眺望 
主要道路からの眺望 

⇒国道・主要地方道・県道等の 

主要道路から見えるか。 

見える 1・ 見えない0 

遊歩道・散歩道が通っているか ある 1 ・ ない 0 

社会的条件 

レクリエーション 
都市公園等と連続性があるか ある 1 ・ ない 0 

上位計画 計画の位置付けの有無 ある 1 ・ ない 0 

市民要望 
緑の保全地域申出等 

⇒地域指定に関する申し出があるか 
ある 1 ・ ない 0 

計画条件 

市民活動 
活動団体の有無 

⇒緑地管理を担う市民の活動団体があるか 
ある 1 ・ ない 0 

合計点 25点 



Ⅲ 緑の創出と今後の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業実施の例＞尻手黒川道路 小倉緑道周辺の緑の基点づくり（幸区） 

 

 

 

<施工前> <施工後（イメージ）> 

 

  

美しい景観の創出と人との関わりのある緑化 

基本コンセプト 

単に、都市を緑で覆うのではなく･･･ 
緑の景観づくり推進事業では･･･ 

 

・ 生活と関わりのある新たな緑の創出 

・ 地域特性に応じた市民参加の促進 

より緑化効果の高いところから、 

視覚的効果の高い緑化手法で実施 

河川の軸 鉄道の軸 道路の軸 

市域を縦断する3つの軸線 

緑の軸線の充実と 

緑化ポイントの選定 

広い歩道があるが、高木の街路樹がないので、フェンスを利用した立体的な植栽（つる植物等）を行う 

手法を採り入れ、視覚的効果の高い緑化を図る。 

Ⅳ 市民・事業者・行政との協働の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・ 里山ボランティア 

・ 市民健康の森の活動 

・ 自主管理型公園維持管理 

・ 手作り花壇の取組 

行政 

市民 

事業者 

・ 屋上緑化・壁面緑化の取組 

・ 地域に開かれた工場緑化の推進 

・ 緑の人材育成 

・ 市民活動の場の提供 

・ 市民・事業者の支援体制 

の構築 

…
… 

…
… 

…
… 

市民の手による間伐作業 

（宮前区市民健康の森：菅生緑地） 

地元住民・地元企業・市の 3 者協働 

による向河原駅前花壇づくり 

協働による 

うるおいとやすらぎのある 

まちづくりの実現 

現在は、維持管理中心の 

パートナーシップの取組。 

新たな取組方向 

緑地保全施策等においても 

新たな連携方策を検討。 






